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東社協福祉施設経営相談室だより№１０５の追加 平成２５年２月１２日 

ＴＥＬ０３－３２６８－７１７０  本相談室へのご相談には下記あてメール 

 

 

    

 

 

k_soudan@tcsw.tvac.or.jp  をご利用ください。 
 

 

経営相談室だより№１０５の内容について、その後公表された厚労省のＱ＆Ａを踏

まえ追加しましたので、ごらんください。（破線部分） 

 

改正高年齢者雇用安定法が施行されました。平成２５年４月に再雇用基準適用が不

可となる年齢が生じました。―再雇用基準がない場合は変更不要―。 

 

国会で改正高年齢者雇用安定法（以下「改正高齢法」という。）が平成２４年８月２９日、

可決・成立し、平成２４年９月５日公布されました。主な改正点は以下のとおりです（施

行期日は平成２５年４月１日）。 

 

１ 継続雇用制度の対象労働者を「労使協定」によって限定できる仕組み（以下「再雇用 

基準」という。）を廃止。（現行の高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度の対象者を

限定する基準を設けている事業主は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に

到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる経過措置が設けられた）。 

２ 対象労働者の継続雇用は「企業グループまで拡大」。 

３ 義務違反の企業に対する公表規定の導入 

４ 「高年齢者等職業安定対策基本方針」における雇用機会の増大の目標の対象となる高 

 年齢者の「６５歳未満限定を削除」（６５歳以上にまで拡大）する。 

  

これまでに平成６年改正で老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を６５歳に平成１３ 

年から２５年にかけて３年で１歳ずつ引き上げ(女性は５年遅れ)、さらに、平成１２年改 

正で老齢厚生年金の報酬比例部分についても支給開始年齢を６５歳に平成２５年から３年 

で 1 歳ずつ引き上げ(女性は５年遅れ)が行われています。 

この支給開始年齢の延伸に対応するものとして、上記改正高齢法が成立しましたので、

綱川晃弘東社協福祉施設経営相談室労務専門相談員の助言を得て作成したＱ＆Ａを以下情

報提供します。 

ついては、継続雇用制度を導入し、かつ、再雇用基準を労使協定の定めに基づき就業規

則において規定している法人（就業規則に規定があるが労働慣行として希望者全員再雇用

している場合も含む）においては、以下の改正点に合わせて所要の改訂（含む労使協定）

を平成２５年３月３１日までに行う必要があります。     

なお、今次改正前から、希望者全員を再雇用しており、今後も同様とする場合において

は、特段の就業規則の改訂は不要です。 
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Ｑ１ 改正高齢法では、再雇用基準を廃止しなければならないのか？ 

 

Ａ 男性の老齢厚生年金（報酬比例部分）受給開始年齢は平成２５年４月から、順次平成

３７年４月以降６５歳となります。今の６０歳定年のままでは年金をもらえる年齢まで

無収入となる人が生じるため、政府は平成１８年の法改正で６５歳までの継続雇用制度

を導入しました。ただ、その際は企業の要望を受け、労使の合意で再雇用基準を可能と

していました。 

  しかし、平成２３年６月１日現在の３１人以上規模企業を集計した統計データでは、

過去一年間の定年到達者（約４３.５万人）のうち、基準に該当せず離職した者の割合は

１.８％（約７,６００人）にとどまっていることも踏まえて、今回の改正では、この再

雇用基準を原則として廃止し、希望者全員が定年後も働き続けられるように改正されま

した。 

この再雇用基準廃止は、段階的に行うこととされ、年金の支給開始に合わせて平成２

５年４月には６１歳までは希望者全員が働けるようにし、３年ごとに１歳ずつ引き上げ

ることで平成３７年４月以降、６５歳までの雇用を義務付けています。 

ただし、継続雇用の対象となる労働者の再雇用について平成２５年３月３１日までに

何らかの再雇用基準を定めていた場合は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年

齢に到達した以降の者、すなわち年金を受給できる者を対象にその基準を引き続き利用

できます（なお、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なってはいます

が、経過措置の対象年齢については男女で異なるものではなく、同一となっています）。

具体的には、東京労働局作成別紙「経過措置のイメージ」により段階的に再雇用基準を

適用するスケジュールに合わせて、再雇用基準を適用することができます。   

ただし、この経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることがで

きるのは、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで（平成２５年３月３１日）に労使

協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。就

業規則に再雇用基準を定めているだけで労使協定を締結していない法人で、この経過措

置を使いたい場合は、平成２５年３月３１日までに労使協定を締結しなければならない

ということになります。 

また、再雇用を守らず、厚労相の勧告に従わない企業名は公表する措置も追加されて

います。 

  以上のことから、現行労使協定で再雇用基準を規定している場合は、別紙再雇用基準

可否表において適用することが可能とする年度があることからこれを廃止する理由があ

りませんので、以下のような適用猶予条項を引続き就業規則にも規定化することが実務

的でしょう。 

 

＊なお、以下のモデルは、定年退職後は１年契約の有期契約職員とし、１年ごとに更新し、

更新限度を６５歳までとするパターンです。 

 

①改訂その１ 

＜東社協モデル正規職員就業規則（「社会福祉施設・事業者のための規程集（人事労務編）」

所収）においては以下の内容とする。＞ 
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「（定年退職）第 15 条 職員の定年は満６０歳とし、定年に達した年度の末日をもって退

職とする。ただし、再雇用を希望する者については、原則として再雇用職員就業規則に基

づき再雇用する。 

 

②改訂その２ 

東社協モデル再雇用職員就業規則（「社会福祉施設・事業者のための規程集（人事労務編）」

所収）においては、以下の内容とする。 

 

（再雇用の基準） 

第６条 ６０歳に達した年度の末日に定年退職し継続雇用を希望する者については、就業

規則第１５条（退職）又は同第１７条（普通解雇）に該当する事由がない限り、再雇用

するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づきなお効

力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定の

定めるところにより、次の各号に掲げる基準（以下「基準」という。）のいずれにも該

当する者については、６５歳に達した年度の末日まで継続雇用し、基準のいずれかを満

たさない者については、基準の適用年齢に達した年度の末日まで継続雇用する。 

(1) 基準適用前３年間に第１４条に規定する業務評価が平均Ｃ以上の者又は法人が必要

と認める者であること。 

(2) 再雇用の期間中において良好に勤務することが見込まれること。 

 

（注） 

①具体性及び客観性を備えた基準として、上記(1)(2)以外にも例えば次のような基準も考えら

れますので、法人の実情に合わせて労使協定と就業規則を整備してください。 

・過去 3 年間の定期健康診断を全て受診し、要注意以上の所見が含まれていない者 

・過去 3 年間の出勤率が○％以上である者 

・過去 3 年間に無断欠勤をしたことがない者 

・過去 5 年間に懲戒処分を受けていない者 

・業務上必要な○○、○○又は○○の資格を有する者 

・勤続年数が○年以上の者 

②継続雇用制度を導入している事業主の対応をまとめますと次のとおりです。 

・再雇用基準を定めていない事業所がこれを定める場合には、平成 25 年 3 月 31 日までに労使

協定をもって定めること。 

・すでに定められた再雇用基準に具体性又は客観性を備えていない基準がある場合には、労使

協定により具体性及び客観性を備えた基準に改定すること。 

・再雇用基準の定めは、就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に該当す

ることから、その旨（内容）を就業規則に定めること。 

・就業規則の変更を労働基準監督署に届け出ること。 
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３ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、

同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うもの

とする。 

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで ６１歳

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで ６３歳

平成３４年４月１日から平成３７年３月３１日まで ６４歳

４ 法人は、基準に該当しないと予見できる者については予め面接等によりその理由を本

人に対して十分説明し、納得を得るよう努めるものとする。 

 

（再雇用の更新基準） 

第９条 再雇用の更新は、継続雇用を希望する者については、第１５条（退職）又は第１

７条（普通解雇）に該当する事由がない限り、これを行うものとする。  

 

２ 前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づきなお効

力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定の

定めるところにより、基準のいずれにも該当する者については、６５歳に達した年度の

末日まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢に達

した年度の末日まで継続雇用する。 

(1) 再雇用の更新前３年間（又は再雇用期間）に第１４条に規定する業務評価が平均Ｃ

以上の者又は法人が必要と認める者であること。 

(2) 再雇用の更新期間中において良好に勤務することが見込まれること。 

３ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、

同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うもの

とする。 

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで ６１歳

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで ６３歳

平成３４年４月１日から平成３７年３月３１日まで ６４歳

 

４ 法人は基準に該当しないと予見できる者については予め面接等によりその理由を本人

に対して十分説明し、納得を得るよう努めるものとする。 

・再雇用基準は、年金支給開始年齢以上の者が対象になる（基準の対象年齢が 3 年毎に 1 歳

ずつ引き上げられる）ので、その旨を就業規則に明記すること。 

③上記第６条第３項及び第９条第３項には「(3) 再雇用職員の配置を可能とする業務が見込

まれること。」がありましたが、望ましくないとの見解から削除をしています。 

 

（注）上記第１項を規定しても、雇止めを行う場合は、雇止め法理（労契法第１９条関連）

により個別判断となります。 
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（再雇用及び更新の限度） 

第10条 再雇用を行う場合及び再雇用の更新を行う場合の期日の限度は、６５歳に達した

年度の末日までとする。  

 

（注）第６条及び第９条の第２項、第３項、第４項は平成３７年３月３１日までを対象 

とする規定のため、平成３７年４月１日以降は削除することになります。その場合、更 

新年齢上限に係る規定がなくなるため予め第10条として規定しています。 

 

Ｑ２ 再雇用職員専用の就業規則を作成した方がよいのか？ 

 

Ａ 再雇用職員専用の就業規則がなく、正規職員の就業規則や非常勤職員のみ規定され

ている場合には、再雇用職員の雇入通知書に正規職員や非常勤職員の就業規則に達しな

い労働条件を定めていても正規職員用や非常勤職員の就業規則に定めた労働条件に従わ

なければならないことになります。これは、労働契約法第１２条において、就業規則に

定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効となり、就

業規則に定める基準によらなければならないとされているからです。 

したがって、再雇用職員専用の就業規則を策定した方が良いということになりますが、

策定する場合は、正規職員や非常勤職員の就業規則との整合性をチェックする必要があ

ります。 

他方、非常勤職員の就業規則等において、再雇用者も適用されることが明記されてい

て、再雇用職員固有に適用となる再雇用基準や更新年齢上限、給与、特別休暇等が規定

されている場合においては、再雇用職員専用の就業規則の制定は不要となります。         

 

Ｑ３ 既に再雇用職員就業規則において、相談室たより№１０５の内容で第６条及び第

９条第２項は理事会で承認を受けているが、再度相談室たより「№１０５の追加」の内

容で改正するのか？      

  

Ａ 今号における当該２項は、厚労省がＱ＆Ａで例示しているもので、法の表記を引用した

規定となっています。他方、相談室だより№１０５での表記は今号と異なるものの規定す

る内容は同一です。ついては、相談室だより№１０５の内容で既に改訂が済んでいる場

合は、２５年度末までに再度今号の内容での改訂が望まれますが、変更なしでも差し支

えないと思われます。 
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